
核医学診断／治療に関する医科診療報酬点数表 

第 2 章 特掲診療料 第 3 部 検査 第 3 節 生体検査料 

 

「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」（令和 6 年 3 月 5 日 厚生労働省告示第 57 号） 

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 

（令和 6 年 3 月 5 日 保医発 0305 第 4 号） 

 

告示 通知 

通則 

1 新生児又は 3 歳未満の乳幼児（新生児を除く。）に

対して本節に掲げる検査（次に掲げるものを除く。）

を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算とし

て、各区分に掲げる所定点数にそれぞれ所定点数の

100 分の 100 又は 100 分の 70 に相当する点数を

加算する。 

イ 呼吸機能検査等判断料 

ロ 心臓カテーテル法による諸検査 

ハ 心電図検査の注に掲げるもの 

ニ 負荷心電図検査の注１に掲げるもの 

ホ～ヲ（※略） 

ワ ラジオアイソトープ検査判断料 

カ～レ （※略） 

 

2 ３歳以上６歳未満の幼児に対して区分番号 D200

から D242 までに掲げる検査（次に掲げるものを除

く。）、区分番号 D306 に掲げる食道ファイバースコ

ピー、区分番号 D308 に掲げる胃・十二指腸ファイ

バースコピー、区分番号 D310 に掲げる小腸内視鏡

検査、区分番号 D312 に掲げる直腸ファイバースコ

ピー、区分番号 D313 に掲げる大腸内視鏡検査、区

分番号 D317 に掲げる膀胱尿道ファイバースコピ

ー又は区分番号 D325 に掲げる肺臓カテーテル法、

肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法を行った場合

は、幼児加算として、各区分に掲げる所定点数に所

定点数の 100 分の 40 に相当する点数を加算する。 

イ 呼吸機能検査等判断料 

ロ 心臓カテーテル法による諸検査 

ハ 心電図検査の注に掲げるもの 

ニ 負荷心電図検査の注１に掲げるもの 

ホ～ヲ （※略） 

通則 

1 同一月内において、同一患者に対して、入院及び

外来の両方又は入院中に複数の診療科において生

体検査が実施された場合であっても、同一の生体検

査判断料は、月 1 回を限度として算定する。 

 

2 2 回目以降について所定点数の 100 分の 90 に相

当する点数により算定することとされている場合

において「所定点数」とは、当該項目に掲げられて

いる点数及び当該注に掲げられている加算点数を

合算した点数である。 

 

3 同一月内に 2 回以上実施した場合、所定点数の

100 分の 90 に相当する点数により算定することと

されている生体検査は、外来及び入院にまたがって

行われた場合においても、これらを通算して 2 回目

以降は 100 分の 90 で算定する。 

 

4 ２回目以降 100 分の 90 に相当する点数により算

定することとされている場合に、新生児加算、乳幼

児加算若しくは幼児加算を算定する場合又は内視

鏡検査の通則 5 に掲げる休日加算、時間外加算若し

くは深夜加算を算定する場合は、所定点数にそれぞ

れの割合を乗じた上で、端数が生じた場合には、こ

れを四捨五入した点数により算定する。 

 


